
●
次
の
よ
う
な
特
殊
な
申
告
は
、
税
務
署

に
ご
相
談
く
だ
さ
い

○
青
色
申
告
書

○
住
宅
の
新
築
等
に
よ
る
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
の
適
用
1
年
目
の
申
告
書

○
平
成
27
年
分
以
前
の
申
告
書

○
雑
損
控
除
や
災
害
減
免
、
外
国
税
額
控

除
の
申
告

○
相
続
ま
た
は
贈
与
等
に
係
る
所
得
の
申
告

○
譲
渡
所
得
な
ど
の
分
離
課
税
の
申
告
書

（
給
与
や
年
金
、
農
業
な
ど
の
総
合
課

税
の
所
得
と
分
離
し
て
税
額
を
計
算
す

る
も
の
）

（
例
）①
土
地
・
建
物
の
売
却
所
得
が
あ
る

も
の（
公
共
事
業
に
よ
る
収
用
を
除
く
）

②
株
式
等
の
譲
渡
損
失
が
あ
り
、
前
年

分
以
前
の
損
失
を
翌
年
以
降
に
繰
り
越

す
も
の
③
山
林
所
得
が
あ
る
も
の

※

税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ

る
方
は
、
安
芸
高
田
市
へ
の
申
告
は
不

要
で
す
。 

※

確
定
申
告
書
の
控
え
に
税
務
署
の
収
受

日
付
印
が
必
要
な
場
合
は
、
宛
名
を
記

入
し
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
方 

○
収
入
が
無
い
と
き
で
も
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
申
告
が
な
い
と
税
の
軽
減

措
置
が
行
わ
れ
な
い
な
ど
、
不
利
益
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
確
定
申
告
用
の
納
付
証
明
書
が
必
要
な

場
合
、
運
転
免
許
証
・
公
的
医
療
保
険

の
被
保
険
者
証
な
ど
を
持
参
の
上
、
市

役
所
税
務
課
又
は
各
支
所
窓
口
係
で
証

明
書
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
相
談
日
程

18
〜
19
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※

３
月
５
日
（
日
）、
３
月
12
日
（
日
）

は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
で
き
る
限

り
割
り
当
て
ら
れ
た
日
に
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

※

郵
送
で
の
申
告
も
可
能
で
す

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
「
市
民

税
・
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
申
告

書
」
と
「
申
告
の
手
引
き
」
を
送
付
い

た
し
ま
す
。「
申
告
の
手
引
き
」
を
参

考
に
さ
れ
、
な
る
べ
く
自
書
に
よ
る
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
が
必
要
な
方 

◯
農
業
、
商
工
業
、
不
動
産
な
ど
の
収
入

の
あ
っ
た
方

◯
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
安
芸

高
田
市
へ
未
提
出
の
方

◯
給
与
以
外
の
収
入
（
農
業
、年
金
な
ど
）

の
あ
っ
た
方

◯
年
金
以
外
の
収
入
（
農
業
、
不
動
産
な

ど
）
の
あ
っ
た
方

◯
医
療
費
控
除
な
ど
年
末
調
整
で
控
除
さ

れ
て
い
な
い
控
除
を
受
け
る
方

◯
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

●
申
告
に
必
要
な
主
な
書
類
な
ど 

◯
印
鑑

◯
給
与
の
源
泉
徴
収
票

◯
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

○
農
業
収
支
内
訳
書
お
よ
び
収
入
、
支
出

の
金
額
等
が
わ
か
る
も
の
（
領
収
書
・

預
金
通
帳
な
ど
）

○
生
命
保
険
等
の
満
期
の
場
合
は
、
保
険

会
社
が
発
行
し
た
証
明
書

○
公
共
事
業
で
土
地
等
を
売
却
し
た
場

合
、
買
い
取
り
等
の
証
明
書
等

○
生
命
、
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書

○
社
会
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書
ま
た

は
領
収
書

○
医
療
費
控
除
の
た
め
の
領
収
書

マイナンバー制度の開始に伴い、平成 28 年分以降の申告書には「マイナンバー (12 桁 )」を記
載していただくことになりました。それにあわせ、申告者ご本人へのなりすまし等の不正行為を防
止するため、本人確認をさせていただきます。市民の皆様には、ご負担をおかけいたしますが、ご
来場の際は、本人確認書類をお持ちいただきますようご理解とご協力をお願いします。
また、申告書に扶養親族や控除対象配偶者などの氏名を記載する場合、扶養親族等のマイナンバー
も記載していただきますので、あらかじめメモなどしてご来場ください（なお、扶養親族等の本人
確認書類は不要です）。

○
障
害
者
手
帳
（
証
明
書
）

○
寄
附
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
寄
附
先
が
発
行
し
た
領
収
書
・
控

除
証
明
書
等

○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、

申
告
さ
れ
る
人
の
預
金
通
帳
な
ど
口
座

情
報
の
分
か
る
も
の

●
書
類
の
事
前
集
計
を
お
願
い
し
ま
す

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
平

成
28
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
金
額

の
集
計

○
営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得
が
あ
る
方

は
、「
収
支
内
訳
書
」
の
作
成

○
総
合
課
税
の
配
当
所
得
の
あ
る
方
で
支

払
通
知
書
が
多
い
場
合
は
、
税
引
前
の

支
払
金
額
、
所
得
税
、
住
民
税
の
集
計

※

混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
事
前
作
成
さ
れ

た
方
の
対
応
を
優
先
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
平
成
28
年
分
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

　
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
安
芸
高
田
市
に
お
住
い
の
方
で
該
当
さ
れ
る
方
は
、
最
寄
り
の
相
談
会
場
で
平
成
28

年
中
の
収
入
な
ど
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
相
談
期
間
中
は
所
得
税
の
「
確
定
申
告
」
の
申
告
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て

会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
分

申
告
相
談
の
お
知
ら
せ

本
人
確
認
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

平成28年分以降の申告書の提出の際には
マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付にご協力をお願いします。

●マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。
●ご自宅等から e-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

番
号
確
認
書
類

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 身
元
確
認
書
類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
  確認できる書類》
・運転免許証
・パスポート
・在留カード

・公的医療保険の被保険者証
・身体障害者手帳
　などのうちいずれか 1つ

・通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票の写し又は
　住民票記載事項証明書（いずれか 1つ）

税
務
課
　
☎
42

－

５
６
１
４

◆マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は

本人確認書類

作成も提
出も

簡単♪

◆
平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
・
納
期
限

〈
所
得
税
・
贈
与
税
〉
３
月
15
日
（
水
）
ま
で

〈
消
費
税
・
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）〉

　
３
月
31
日
（
金
）
ま
で

◆
申
告
会
場
　
吉
田
税
務
署
２
階

受
付
時
間
：
８
時
30
分
〜
16
時
　

相
談
時
間
：
９
時
〜
17
時

※

な
お
、
土
日
、
祝
日
は
業
務
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◆
振
替
日

〈
所
得
税
〉
４
月
20
日
（
木
）

〈
消
費
税
・
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）〉
４
月
25
日
（
火
）

※

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談
に
つ
い
て

　「
確
定
申
告
テ
レ
フ
ォ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

税
務
署
に
電
話
を
か
け
る
と
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
ご
案
内
し
ま

す
の
で
「
０
（
ゼ
ロ
）」
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
に
伴
う

　
留
意
点

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
書
に
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
12
桁
）

の
記
載
」
と
「
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
写
し
の
添
付
」
に

つ
い
て
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
の
場
合
は
、「
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
写
し
の
添
付
」
は
不
要
で
す
。

吉
田
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
吉
田
税
務
署 

☎
４
２

－

０
０
０
８

申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
①書面申告書を郵送で提出すれば
　税務署に出向く必要がありません。
　（e－Tax での送信も可能です。）

②24時間、ご利用できます。
③計算誤りのない申告書を作成できます。
④データを保存すれば翌年にも利用できます。
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